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ソーシャルワーカーの「役割形成」に関する文献的考察

――病院組織におけるソーシャルワーカーの自己規定に着目して――

岩 本 　 操

Ⅰ　はじめに

（１）本論の目的

国際ソーシャルワーカー連盟は、ソーシャルワーカー

（以下、SW）が「人権と社会正義」を基盤にミクロから

マクロに至る実に幅広い活動を行うとしている1）。この

包括的で全体論的な視点が SW の専門特性であること

は、今日 SW に対する共通の認識であるが、同時にこ

の専門特性は「役割の曖昧さ」を生み、現場の SW の

大きなストレス要因であることが指摘されている2）。

また SW 自身も自らを「何でも屋」と揶揄し、「本来

の仕事ができない」と嘆く声も頻繁に聞かれる。SW

はその専門性故に自らの専門性を危うくしている現実

から如何にしてソーシャルワーク実践を展開していけ

るのだろうか。

本論では、上記のような曖昧な状況に直面しながら、

SW がどのように現象を受けとめ、状況に働きかけ、

様々な相互作用を経て、専門的な行為へと転換してく

のか、その過程を SW の「役割形成」と規定して論を

進める。そして「役割形成」の主体である SW の自己

規定に着目し、関連する先行研究をレビューし文献的

考察を行うことが本論の目的である。

（２）「役割形成」概念

本論の鍵概念である「役割形成」について若干の説

明を加える。「役割形成」とはシンボリック相互作用

論3）における役割概念であり、「役割規範」「役割期待」

と「役割行為」を区別し、行為者が社会や周囲の人が

規定・期待する役割に応答しながらも、それらに解釈

と修正を加えて行動することで、絶えず役割を作り

出していく一連の相互作用の過程を意味している4）。

SW が曖昧な状況や自らの立場と直面しつつ専門性に

適った実践を展開するためには、SW はソーシャルワ

ークの目的を機軸として状況に働きかけ、SW の役割

を常に作り出す（「役割形成」）ことが求められる。以

上により、本論ではソーシャルワーク実践の具体化を

SW の「役割形成」として規定する。

Ⅱ　ソーシャルワーカーの自己規定

19 世紀後半のソーシャルワークの専門職業化以降、

SW の専門性を規定する試みが繰り返されてきている5）。

我が国でも SW の専門性に関する論は様々なアプロ

ーチによって重ねられており、属性モデル研究6）、ソ

ーシャルワーク理論研究7）、業務研究8）、資格制度や

職能団体活動からのアプローチ9）、アイデンティティ

形成やキャリア発達の視点からのアプローチ10）など

があげられる。ここでは主要な研究を概観した上で、

SW の自己規定における課題を検討する。

（１）「属性モデル」に基づく完全職業化への研究

「属性モデル」による SW の専門職研究は、Flexner

が全米慈善・矯正会議で行った講演（1915）に端を

発している。Flexner は医師をモデルとして完成され

た専門職の６つの属性をあげ（①体系的知識，②実践

的，③自己組織化，④利他主義的，⑤責任の課された

個人，⑥伝達可能な技術）、SW は未だ専門職とは言

えないと結論づけた。この Flexner の評価は、アメリ

カにおける SW の専門職化に大きな影響を与えた。そ

して教育体系の整備，諸理論の援用，職能団体の組織

化，倫理綱領の整備，業務の特定化・標準化が進み、

1957 年 Greenwood は「SW は既に専門職である」と

の明言し11）、その後も完成された専門職化に向けて

様々な論が展開していった12）。我が国においてもアメ

リカの専門職業化に影響を受けて多くの属性モデルに

基づく専門職論13）や実証的研究14）が展開した。

アメリカでは専門職論の発展の一方で、それら

に 対 す る 批 判 も 生 ま れ て き た。1960 年 代 以 降、

Goffman15）や Ilich16）らによる専門家の権力構造への

批判が高まる中、専門職の権威性に固執し精神分析学

に傾倒して貧困など社会問題に関心を持たなくなった

SW も批判の対象となった。この批判に対して、改め

て個人と社会の双方にアプローチする SW の独自性を

模索する立場や反専門職主義を SW の基盤に置く立場

など、いくつかの異なる方向に展開していった17）。
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今日、我が国における SW の専門職論で属性モデル

を強調した新たな論は見当たらず、むしろ SW の専門

性は属性モデルに馴染まないという論が主流のようで

ある18）。しかし一方で、国家資格化及び資格制度の整

備による教育の体系化、テストの導入、業務規準の設

定など属性モデルへの強化も着々と進められている。

つまり日本の現状を見る限り、ソーシャルワーク実践

における専門性は属性モデルとは異なるモデルを模索

しているが、SW の社会的地位の確立のために属性モ

デルを追及していると言えるだろう。こうした二重の

舵取りは、本来のソーシャルワークを行う環境を整え

る戦略とも考えられるが、二重の自己規定が整理され

ずに進んでいくことは SW 自身が自己矛盾に陥るリス

クも背負っている。

（２）業務調査からのアプローチ

SW の専門性をその業務の特性から検証するアプロ

ーチが業務調査研究である。我が国では昭和40年代以、

保健医療分野を中心に業務調査が重ねられており19）、最

近は SW 職能団体が構成員を対象に行った調査結果が

報告されている20）。これらの調査は、①調査時点の業

務実態を分類・整理し実態把握と課題を検討したもの、

②様々な業務に対する SW の評価―本来業未か否か、

重要か否か―を検証したもの21）、③過去の業務調査と

比較検討して業務の変遷を検証したもの22）、に大きく

分けられる。数多くの業務調査があるが、ここで重要

なのは業務調査の目的である。SW 業務の標準化と守

備範囲を明確にすることを目的としたものと、SW 業

務の可変性や多様性を前提にしつつ現状把握や新規の

業務の発見または業務の再規定を目的としたものとが

あるが、いずれの目的で業務を検証するかで SW の専

門性の捉え方が異なってくるのである。

ソーシャルワークの歴史を見ても時代背景や社会シ

ステムの変化とともに SW の業務が変化していること

を示しており、SW が流動的な境界をもつ特殊な専門

職23）であることは多くの SW の共有するところであ

ろう。しかしながら一方で、専門職として社会的承認

を得るためには業務の守備範囲の明確化が必須である

という志向も強く、ここでも属性モデルの影響が色濃

く存在していることが分かる。また業務調査が始めら

れた当初は、調査結果から帰納的にソーシャルワークの

輪郭を明らかにするものであったが、それらが次第に体

系化され一定の業務範囲・規準や業務指針となり24）、そ

の枠組みに基づいて業務を分類し評価するようにな

る。このことは SW の実践のチェック機能にもなるし

何よりも雇用主に対する理解を促進する意味で重要で

ある。しかし SW の自己規定が未だ曖昧且つ混乱して

いる中で、業務範囲や業務規定が既にあるものという

前提から現象を捉えるのは、SW の本質を損ないかね

ない。加えてそうした前提としての「既存の業務規定」

に収まらない実態を見えにくくしていることにも警戒

が必要だろう25）。

また、これまでいくつもの業務調査で、列挙した業

務について「本来業務か／否か」「重要であるか／な

いか」を問い、その結果を分類整理して SW の主要業

務を浮かび上がらせてきた。しかしこれらの評価は何

が基準になっているのかは依然として不明である。調

査対象である SW が自身をどのように規定するかによ

って、「本来的か」「重要か」の判断基準は当然変化す

るだろうが、その点は疑問を残したままと言える。

（３）実践プロセスにおける自己規定

ソーシャルワーク実践から SW が自己規定するプロ

セスに着目した研究が、以下のようなアプローチで試

みられている。一つはソーシャルワーク理論（史）か

らのアプローチである。ソーシャルワークはこれまで

様々な理論を応用しており26）、時代ごとに主流の理論

が SW の専門的な立場に影響を与えてきたことも事実

である。そして SW は自ら依拠する理論によって、クラ

イエント関係における実践上の自己を規定し、自身の援

助観や専門職像を形成してきたことを示している27）。

二つ目として、アイデンティティ論28）をベースに

したものである。これは専門職の職業アイデンティテ

ィ研究として、アメリカでは 1980 年代から SW 分野

でも応用されてきた経緯がある29）。我が国における専

門職アイデンティティの研究は、看護師や教師が先行

しており、SW 分野では、SW の「成長」過程や「キ

ャリア発達」を切り口にしたものを含めて、ここ数年

関心が高まってきている30）。実践過程において「SW（専

門家）になっていく」という専門職観は、属性モデル

からの脱皮と新たなモデル構築への志向であり、属性

モデルが志向する「技術的熟達者」とは異なる「反省

的実践家」としての専門家像を示した Schön の理論

の影響も大きいと考えられる31）。横山は SW が援助関

係において主体性を再構築する過程を実証的に描き出

しており32）、尾崎33）や奥川34）は、SW としての成熟

プロセスについてスーパービジョンを軸に論を展開し

ている。また実践を通して SW の専門性を獲得してい

きソーシャルワークを理論化していくプロセスに着目

した論説も多い35）。こうした SW の専門職観は、属性
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モデルの固定的な見方や業務を断片的に捉えた説明よ

り具体的・現実的で、現場で働く経験をもったものに

とって受け入れやすいものであろう。しかし、一方で

これらの論はクライエントとの直接的援助関係に焦点

をあて、SW の諸活動の中でもミクロな視点を中心に

展開しており、援助関係を取り巻く組織構造や社会シ

ステムなどのメゾ・マクロの視点が十分とは言えない。

SW の専門性を論じる際、「専門職（SW）としての自

己」と「所属機関の一員としての自己」の問題があげら

れる。この問題について「分裂するロイヤリティ」36）、「雇

用関係の二重性」37）など様々な表現がなされているが、

いずれも専門職と組織（官僚制）との二元論が前提で

ある。つまりまずは専門職（SW）としての自己を基

軸として、組織原理との対抗あるいは調整を図ること

になるのだが、実際は自らが活動している場である組

織から独立して専門職としての自己を形成していると

は考えにくい。SW は専門性の原理と同時に組織から

の影響も受けつつ、しかも専門性の原理を見失うこと

なく組織にも働きかけるという二元論を超えた専門職

と組織の統合が求められると考える。

以上をまとめると、SW の専門性を規定する際に、

その所属機関や活動フィールドである組織に対する検

証が十分でないことが課題として浮かびあがってく

る。このことは複数の調査結果が示したように SW の

組織活動に対する関心の低さや評価の低さ38）とも関

連していると考えられる。

Ⅲ　病院組織と
ソーシャルワーク専門職

（１）病院組織の特徴と専門職

SW の活動の場は多岐に渡るがここでは病院に焦点

をあてて論を進める。組織とは、「一定の社会環境の

もとにあって、特定の目標を追及し、そのために役立

つような構造をもった社会単位」39）であり、人々が

協働することによって成り立つものである40）。病院組

織は、医療保険制度や診療報酬等の社会的規制のもと

で地域環境の影響も受けながら、患者の治療と健康を

目標として構造化され人々が協働する一つの単位とい

うことができる。中島はヘルスケア組織の特性として、

①多様な医療専門職からなる組織、②完全専門職を頂

点とする階層構造、③公共サービスを提供する組織、

の 3 点を整理しているが41）、ここでは病院組織と専

門職の関係に注目して検討する。

多くの組織は合理的・効率的に組織目標を達成する

ために、官僚制による管理を取り入れている。病院組

織の場合、官僚的権限を有している一方で医療上の必

要性が最優先されることから医療専門職独自の権限が

存在する（二重の権力構造）という42）。この構造は組

織内に２つの原理とそれに基づく行為の正当化が存在

するため、しばしば対立やコンフリクトの源泉となる。

Etzioni によれば、一般の非専門職組織では、管理者

が組織の目標活動（利潤・利益など）の責任を担って

いることから、専門職の知識・技術は組織目標達成の

手段とみなされる。一方、専門職組織では、専門職の

活動（例えば治療行為）が組織目標となり、管理者は

その活動を支える二次的活動（手段）となる。しかし

専門職組織もその活動を支えるために財源等の資源確

保や人員調整が不可欠で、そうした管理的権限の軽視

や無視は組織の存続を危うくしてしまう43）。つまり、

専門職と組織管理は相互依存的であり、組織がその目

標を達成し専門職に能力成長の機会を提供する場とし

て機能するために二重の権限構造を克服、統合してい

く必要がある44）。

上記の二重の構造を有する病院組織で働く専門職

は、複数の要因が複雑に絡み合う中で、それらを調整

しながら自己を規定していくことになる。まず専門職

が帰属する二つの組織（dual royality）をどのように

調整していくかという課題である。専門職は所属組織

以外に専門職社会（学会、職能団体、養成教育機関など）

にも帰属しており、所属機関に対する責任や関心（ロ

ーカル）よりも専門職社会に準拠集団としての重きを

置く（コスモポリタン）と言われている。この点が先

述した二重権限構造の克服を困難にしている背景でも

あるが、このローカルかコスモポリタンかの偏重は単

に専門職ということだけでなく所属組織における立場

や地位も関連しているという45）。

また病院は主要な専門活動（治療）以外でも広く患

者の要求を受ける特性を持っており46）、多様な患者ニ

ーズに対応するため、環境適応的で組織内の各部門が

緩やかに結びつく形態（ルースカップリング）を取り、

そして直接患者と接する場面で適切なサービスが提供

できるよう分権的・自律的な組織特性（ストリートレ

ベルの官僚制）を有している。更に病院はサービス提

供の公共性を有していることから、一定の規範的価値

を遵守する組織であり、医療制度等の規制を強く受け

て制度にコントロールされている組織でもある47）。

以上のような病院組織の開放的で柔軟な特徴は、組

織の意思決定における曖昧さを有しており、様々な判

断基準が存在することになる。このような場で活動す
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る専門職は、専門的権限と官僚的権限の二者の統合の

みならず、病院組織が有する様々な規制と曖昧さの中

で自らを規定しているわけである。

（２）病院組織における SW の特性

以上述べてきた病院組織の特徴を踏まえて、SW の

自己規定に影響を与える要素を表したものが【図】で

ある。専門職の自己規定は現実的には決して専門職内

の価値や知識技術のみで構成されるわけではなく、諸

集団を調整しながら自身の専門職活動の土壌を作り、

それらを自らの内に統合しながら専門的活動を実現す

ることになる。むろんこの諸集団の調整と統合が単純

ではないことはどの専門職にも共通するところである

が 48）、SW は以下に示す特性からその統合がより困難

であると考えられる。

まず組織目標と専門職の目標との違いである。病院

という専門職集団の組織目標は「医療」であるが、一

方 SW の目標は医療利用者の福祉の実現である。SW

は専門職集団の専門職でありながら、その目標が二次

的とされることからアイデンティティの揺らぎを経験

する。よって病院の SW はそのジレンマを超えて、治

療・診断という狭義の医療概念からより社会的・包括

的な医療概念へと再定義した上で専門職としての自身

の立場を規定する必要がある49）。

第二の困難さは、SW が属性モデルとは異なる専門

職性を有し且つ領域限定的でない包括的なアプローチ

を重視している点である。Etzioni によれば、属性モデ

ルに基づく正専門職（完全専門職）ではない専門職は、

より管理に影響を受けやすい立場にあるという50）。また

SW の調整機能や連携機能は、組織の専門職間や部門

間での活動を活発化させ、その結果、専門的権限と管

理的権限との交差する圧力を受けやすくより組織が抱

える葛藤の受け手となりやすい。更に SW は利用者の

生活支援のために諸制度や関連法を活用し、関連他機

関と連携し地域活動に参画する。つまり病院組織が影

響を受ける地域環境や制度規制とより密接にかかわっ

ているため、組織に求められる変革とそれに対する抵

抗の交差にさらされる立場にもある。病院組織そのも

のが環境適合的で曖昧さを有している。この曖昧な組

織の中で医師を代表する医療専門職は排他的専門性に

よって自らの立場を明確にするが、SW は専門性その

ものが柔軟で包括的である。曖昧な組織の中の曖昧な

専門職という SW の立場は、SW の自己規定を一層困

難にし、曖昧さに逃げ込むことで終わってしまいかね

ない。

そうならないためには、まず所属組織の特性を把握

し、組織における自己の位置と SW としての自己を明

確にすることが必要である。それは単なる組織か専門

職かという二元論ではなく、組織を専門職活動のフィ

ールドにしていくことである。SW はその専門性を対

【図】　SWの自己規定に影響を与える様々な要因

中島（2007：156）「医療専門職モデル」をもとに筆者作成
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人援助というミクロレベルにおいて強調するのではな

く、また地域福祉活動や施策立案等のマクロレベルに

視野を広げるだけでなく、ミクロとマクロを結びつけ

るメゾレベルソーシャルワークを組織運営の中で展開

することで、ようやく SW 本来の専門性に適った自己

規定が可能となってくるのではないだろうか。このこ

とを具体化するには組織に精通した SW または SW 管

理者の存在が求められるが、先述したとおり SW の多

くは組織活動に対して関心も評価も低いのが現実であ

る。この実態は SW 自らが組織における SW の立ち位

置を危うくしているという警告と受けとめ、実態の改

善を目指すことが急務だと考えられる。SW の組織活

動はソーシャルワーク実践のフィールド作りのみなら

ず、病院が取り巻く環境の変化に適応しつつ病院本来

の機能強化や質の向上につながることも指摘されてい

る51）。このように組織全体に及ぼす効果に注目してソ

ーシャルワークを位置づけることが SW にも求められ

ているだろう。

Johnson と Yanca は、ジェネラリストソーシャル

ワークに必要な技術として、官僚的な環境で働く際に

機関を一つの社会システムとしてしっかり理解するこ

と、そして専門職的であることと官僚制的であること

を結びつける方法と手順を具体的に挙げている。更に

伝統的な SW が取上げてこなかった所属する組織改革

の必要性とその戦略についても具体的且つ丁寧に示し

ている52）。こうした視点と技術こそが、我が国におい

て病院組織で働く SW にとって必須だと考えられる。

Ⅳ　まとめ　―　ソーシャルワー
カーの「役割形成」の課題

SW の「役割形成」を具体化するために、その行為

の主体となる SW とは誰なのか？という問に対して

SW の自己規定に関する文献及び先行研究をもとに考

察した。その結果、SW の自己規定そのものが混乱し

ており共通の認識に達していないことが改めて確認で

きたが、その理由として以下の 2 点が示唆された。

１点目は、SW の専門性を論じる上で「属性モデル」

に対する評価がはっきりしていないことである。アメ

リカの影響を受けて我が国でも属性モデルによる専門

性の追求を目指したが、今日ではそうした主張は専門

職の権威主義として敬遠される傾向が強い。しかしそ

の一方で、SW の社会的地位の確立のために属性モデ

ルへの志向は根強い現実もある。この点は秋山が指摘

したように「専門性」「専門職性」「専門職制度」の混

同もその背景にあると思われるが 53）、SW はこれらを

整理すると共に「どちらもあり」の状況から一歩進む

必要があるだろう。つまりどちらか一方を選択するか、

或いは SW 内部の本質論と対外的な戦略的行為とを区

別して両者を使い分けることを明確にするかである。

そうでないと SW のアイデンティティは一層拡散し、

自己矛盾にある状況を助長してしまうだろう。

２点目は、SW の活動は所属組織と切り離すことが

できないにもかかわらず、SW の組織への関心は高い

とは言えず、組織論に基づく研究も乏しいことである。

SW は専門職活動のフィールドである組織のあり様を

正しく理解し、組織と専門職活動を結びつける技術を

身につける必要がある。そうでないと結果的にソーシ

ャルワーク実践は現実から遊離した理想論になってし

まうだろう。

はじめに述べたように、ソーシャルワーク実践は

SW の「役割形成」の具体化である。ソーシャルワー

クが単に抽象的且つ曖昧なものから、現実的且つ具体

的なものとなるには、SW の「役割形成」を可能とす

る SW の自己規定を明らかにすることが不可欠である。

今後はより実証的な調査研究を通して考察を深めたい。
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